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※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。 
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※海図の改補（小改正）のお知らせ（海上保安庁水路通報第１０号(平成２２年３月１２日発行)掲載分）  
 
今週は、五管区内の小改正通報はありません。 
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※五管区水路通報に関するお問合せはこちらまで 
   〒６５０-８５５１ 神戸市中央区波止場町１－１ 
   第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係 
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★２２年２４１項  四国南岸 － 足摺岬南方(リマ海域及び付近)  射撃訓練 
 
 
 自衛隊航空機による空対空射撃訓練が実施される。 
 期 間  平成22年4月1日～30日（土曜、日曜及び祝日を除く） 
       区域１ 0600～1800 
          区域２ 0700～1900 
 区域１  下記8地点により囲まれる区域 
                   (1)  32-09-13N  132-59-51E 
                   (2)  31-48-13N  132-59-51E 
                   (3)  32-02-13N  133-29-51E 
                   (4)  31-42-13N  133-29-51E 
                   (5)  31-04-13N  132-07-51E 
                   (6)  31-25-13N  132-07-51E 
                   (7)  31-38-13N  132-37-51E 
                   (8)  32-01-43N  132-37-51E 
 区域２  下記5地点により囲まれる区域 
                   (1)  32-03-13N  132-37-51E 
                   (2)  31-38-13N  132-37-51E 
                   (3)  31-25-13N  132-07-51E 
                   (4)  31-30-43N  132-09-21E 
                   (5)  32-00-13N  132-34-51E 
 海 図  Ｗ１５７ 
 出 所  防衛省 
 

 

★２２年２４２項  四国南岸 － 足摺岬南方(リマ海域及び付近)  救難訓練 
 
 
 自衛隊航空機による救難訓練が実施される。 
 期 間   平成22年4月1日～30日（土曜、日曜及び祝日を除く）0800～2100 
 区 域   下記6地点により囲まれる区域 
                   (1)  32-35-50N  134-00-00E 
                   (2)  31-52-55N  134-00-00E 
                   (3)  30-48-13N  132-22-51E 
                   (4)  31-04-13N  132-07-51E 
                   (5)  31-23-13N  132-07-51E 
                   (6)  32-09-13N  132-53-51E 
 備 考   照明筒吊光、信号筒、信号発煙照明筒、目標弾及びフレアが使用される 
 海 図   Ｗ１５７ 
 出 所   航空自衛隊新田原救難隊 
 

 

★２２年２４３項  本州南岸 － 田辺港  小型船舶実技講習 
 
 
 文里港及び内ノ浦において、小型船舶実技講習が実施される。 
 １  文里港 
     期 間  平成22年3月21日～23日 0800～1700 
     区 域  33-42.9N  135-23.4E  付近   
      備 考  上記区域にコースを示す浮標を6基設置    
 ２  内ノ浦 
     期 間  平成22年3月20日～31日 0800～1800 
     区 域  33-41.9N  135-23.1E  付近   



      備 考  上記区域にコースを示す浮標を3基設置   
 海 図  Ｗ７４ 
 出 所  田辺港長 
 

 

★２２年２４４項  阪神港 － 大阪区、第６区  灯標設置及び廃止 
 
 
 五管区水路通報22年8号180項関連、10号228項削除 
 阪神港大阪区における航泊禁止区域の変更に伴い、同区域明示用の灯標が設置及び廃止された。 
 設 置 １  名 称    大阪新島管理区域Ｇ灯標 
        位 置    34-38-15N  135-21-36E 
        光達距離   4.5海里 
     ２  名 称    大阪新島管理区域Ｈ灯標 
        位 置    34-38-10N  135-21-41E 
        光達距離   4.5海里 
     ３  名 称    大阪新島管理区域Ｉ灯標 
        位 置    34-38-06N  135-21-46E 
        光達距離   4.5海里 
     ４  名 称    大阪新島管理区域Ｊ灯標 
        位 置    34-38-01N  135-21-51E 
        光達距離   4.5海里 
     ５  名 称    大阪新島管理区域Ｋ灯標 
        位 置    34-37-57N  135-21-56E 
        光達距離   7.0海里 
     ６  名 称    大阪新島管理区域Ｌ灯標 
        位 置    34-37-52N  135-21-51E 
        光達距離   5.5海里 
     ７  名 称    大阪新島管理区域Ｍ灯標 
        位 置    34-37-48N  135-21-45E 
        光達距離   5.5海里 
     ８  名 称    大阪新島管理区域Ｎ灯標 
        位 置    34-37-44N  135-21-39E 
        光達距離   7.0海里 
     塗色及び構造 黄色Ｘ形頭標1個付 黄色 柱形 
     灯 質    単閃黄光 毎3秒に1閃光 
     灯 高    8.6m 
     備 考    電気ホーン付設（灯を中心として半径700m以内に船舶が近づいた場合吹鳴する） 
            レーダー反射器付設 
 廃 止 ９  名 称    大阪新島埋立区域Ｊ灯標   
        位 置    34-38-25N  135-21-37E 
     １０ 名 称    大阪新島埋立区域Ｋ灯標 
        位 置    34-38-20N  135-21-43E 
     １１ 名 称    大阪新島埋立区域Ｌ灯標 
        位 置    34-38-14N  135-21-50E 
     １２ 名 称    大阪新島埋立区域Ｍ灯標 
        位 置    34-38-08N  135-21-56E 
     １３ 名 称    大阪新島埋立区域Ｎ灯標 
        位 置    34-38-03N  135-22-02E 
     １４ 名 称    大阪新島埋立区域Ｏ灯標 
        位 置    34-37-57N  135-22-08E 
     １５ 名 称    大阪新島埋立区域Ｐ灯標 
        位 置    34-37-50N  135-21-59E 
     １６ 名 称    大阪新島埋立区域Ｑ灯標 
        位 置    34-37-42N  135-21-49E 
     １７ 名 称    大阪新島埋立区域Ｒ灯標 
        位 置    34-37-35N  135-21-39E 
 海 図  Ｗ１２３(ＪＰ共) 
 出 所  大阪海上保安監部 
 



 

★２２年２４５項  阪神港 － 神戸区、第２区  岸壁補修工事 
 
 
 神戸製鉄所KS-5岸壁において、潜水士・クレーン付台船等による岸壁補修工事が実施されている。 
 期 間  平成22年6月30日まで 日出～日没 
 区 域  34-41.9N  135-15.0E 付近 
 備 考  作業船のアンカー位置を示す黄色浮標が設置される 
      潜水作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年２４６項  阪神港 － 神戸区、第４区  灯台について 
 
 
 五管区水路通報21年50号1168項削除 
 神戸灯台（灯台表第1巻3669）（34-38-54N 135-10-05E）は、改修工事実施に伴い足場が組まれている 
 ため、灯塔が見えにくくなっている。 
 期 間  平成22年5月下旬まで 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ｂ（ＪＰ共） 
 出 所  五本部交通部 
 

 

★２２年２４７項  阪神港 － 神戸中央航路及び付近  磁気探査作業 
 
 
 潜水士による磁気探査作業が実施される。 
 期 間  平成22年3月23日～4月26日（予備日含む）0800～日没 
 区 域  下記4地点で囲まれる区域 
                   (1)  34-39-39N  135-15-09E  
                   (2)  34-39-36N  135-15-19E  
                   (3)  34-38-36N  135-16-03E  
                   (4)  34-38-33N  135-15-57E   
 備 考  作業区域を俵型浮標及びアドバルーンで表示 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 



 

★２２年２４８項  阪神港 － 神戸西航路及び付近  水中障害物撤去作業等 
 
 
 五管区水路通報22年7号167項関連 
 神戸西航路において、潜水士・クレーン付台船による水中障害物（消波ブロック）の撤去及び第一防波堤南側 
 への設置作業が実施される。 
 期 間  平成22年3月20日（予備日21日）0900～1200 
 位 置  撤去作業 
                   (1)  34-39-16N  135-11-22E 付近 
      設置作業 
                   (2)  34-39-10N  135-11-27E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年２４９項  淡路島 － 岩屋港及び付近  潜水作業 
 
 
 岩屋港周辺において、潜水士による海底調査が実施される。 
 期 間  平成22年3月26日（予備日27日～31日）日出～日没 
 位 置  下記3地点付近 
                   (1)  34-34-53N  135-01-35E  
                   (2)  34-35-03N  135-01-35E  
                   (3)  34-35-13N  135-01-34E  
                   (4)  34-35-36N  135-01-07E  
                   (5)  34-35-58N  135-00-53E  
                   (6)  34-36-27N  135-00-36E  
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１２１７（岩屋港）－Ｗ１３１(ＪＰ共) 
 出 所  神戸海上保安部 
 

 

★２２年２５０項  淡路島 － 浦港南方  潜水作業 
 
 
 仮屋漁港北東方において、潜水作業が実施される。 
 期 間  平成22年3月23日～27日（予備日28日～31日）日出～日没 
 区 域  34-31.9N  135-00.1E 付近 
 備 考  海底磁気計周辺に展張されているロープの取替作業 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１３１(ＪＰ共) 



 出 所  神戸海上保安部 
                         
 

 

★２２年２５１項  明石海峡 － 明石港  潜水作業 
 
 
 東外港南防波堤東方の取水口付近において、観測機器の点検・整備作業が実施される。 
 期 間  平成22年3月25日（予備日26日～30日）日出～日没 
 区 域  34-38-31N  134-59-44E 付近 
 海 図  Ｗ１２１７(明石港) 
 出 所  神戸海上保安部 
 

 

★２２年２５２項  姫路港東方 － 八木港  小型船舶実技講習 
 
 
 八家川河口において、小型船舶実技講習が実施される。 
 期 間  平成22年3月28日、4月4日、17日（予備日18日～22日）0900～日没 
 区 域  34-46.3N  134-43.3E 付近 
 備 考  上記区域にコースを示す浮標を6基設置 
 海 図  Ｗ１３４Ａ 
 出 所  姫路海上保安部 
 

 

★２２年２５３項  徳島小松島港 － 徳島区第１区及び小松島区第３区  灯浮標撤去及び設置 
 
 
 五管区水路通報22年9号214項削除 
 新町川及び赤石岸壁北方において、灯浮標が撤去及び設置された。 
 撤  去  １ 名 称    徳島第６号灯浮標（灯台表第１巻3441） 
          位 置    34-03-18N  134-35-14E  
 設  置  ２ 名 称    小松島金磯第５号灯浮標 
         位 置    33-59-57N  134-37-09E  
         塗色及び構造 緑色円筒形頭標1個付 緑色 やぐら形 
         灯 質    単閃緑光 毎3秒に1閃光 
         光達距離   4海里 
 海  図  Ｗ１１２６ 
 出  所  徳島海上保安部 
 



 

★２２年２５４項  四国南岸 － 室戸岬南方  浮魚礁施設灯設置 
 
 
 五管区水路通報22年8号192項削除 
 室戸岬南方に、表層型浮魚礁（土佐黒潮牧場16号）を示す施設灯が設置された。 
 名  称  土佐黒潮牧場16号施設灯 
 位  置  32-55-34N  134-09-20E  
 灯  質  モールス符号白光 毎8秒にＵ(・・－) 
 光達距離  6.0海里 
 備  考  レーダー反射器付設 
       浮魚礁は直径8mで黄色、施設灯の水面上の高さは8mである 
 海  図  Ｗ１０８ 
 出  所  五本部交通部 
 

 

★２２年２５５項  四国南岸 － 室戸岬港付近  魚礁設置作業 
 
 
 室戸岬港付近において、潜水士・起重機船等による魚礁設置作業が実施される。 
 期 間  平成22年4月1日～5月31日のうち3日間 日出～日没 
 区 域  33-16.3N  134-09.3E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１１４０－Ｗ１０８(ＪＰ共) 
 出 所  高知海上保安部 
 

 

★２２年２５６項  四国南岸 － 室津港  魚礁設置作業 
 
 
 後免１号防波堤北西方において、潜水士・起重機船等による魚礁設置作業が実施される。 
 期 間  平成22年4月1日～5月31日のうち3日間 日出～日没 
 区 域  33-17.4N  134-08.5E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１１４０－Ｗ１０８(ＪＰ共) 
 出 所  高知海上保安部 
 



 

★２２年２５７項  四国南岸 － 高知港  水中障害物存在 
 
 
 最近の測量によれば、浦戸湾において険悪物(水深約4m、底質：岩)が存在する。 
 位 置    33-30-40.3N  133-33-28.1E  
 海 図  Ｗ１１０ 
 出 所  五本部海洋情報部 
 

 

★２２年２５８項  四国南岸 － 宿毛湾港及び付近  水路測量 
 
 
 大島岸壁前面において、水路測量が実施される。 
 期 間  平成22年4月5日～30日のうち23日間 
 位 置  32-55-00N  132-42-20E 付近 
 備 考  測量船は白紅白の燕尾旗を掲揚 
 海 図  Ｗ１２３７(分図「宿毛湾港」共) 
 出 所  五本部海洋情報部 
 

 

★２２年２５９項  船舶気象通報一時業務休止 
 
 
 改修工事に伴い、下記による大阪中央突堤の気象情報（風向、風速、天気、視程、風浪）の提供が 
 一時休止される。 
 期 間  平成22年3月26日（予備日29日） 0830～1400 
 １ 大阪船舶通航信号所(灯台表第1巻8108) (34-39.2N 135-25.8E) 
   （無線電話によるもの） 
 ２ 江埼船舶通航信号所(灯台表第1巻8109.7) (34-35.9N 134-59.5E) 
   （AIS(船舶自動識別装置)によるもの） 
 ３ 大阪海上保安監部 
 ４ 神戸海上保安部 
 ５ 和歌山海上保安部 
   （以上、電話(テレホンサービス)及びインターネットホームページ(MICS)によるもの） 
 備 考  改修工事終了後は、観測種目のうち風向、風速の観測場所が大阪灯台(灯台表第1巻3602) 
      (34-38.6N 135-22.7E)に変更される 
 出 所  五本部交通部 
 

  


